
助成額 上限20万円

対象団体

応募期間

2025年4⽉24⽇(⽊)〜5⽉30⽇(⾦)

助成団体を募集します

⾚い⽻根パートナー⾚い⽻根パートナーと創ると創る
新たな助成事業新たな助成事業

⾚い⽻根パートナー事業とは？
地域のつながりが希薄になる中、地域福祉活動に取り組む団体は、限られた⼈材や
資⾦の中で、さまざまな課題に直⾯しています。
「⾚い⽻根パートナー事業」は、団体と⾚い⽻根共同募⾦の助成制度をつなぐ取り
組みです。
公益財団法⼈とっとり県⺠活動活性化センター(以下「センター」という。)が間に⼊
り、助成制度の案内、申請に関するサポート、採択後のフォローなどを通して、�地
域福祉活動の継続と発展を⽀援します。
活動を広げたい団体の皆さま、ぜひご活⽤ください。

⿃取県内で活動する、⾮営利活動
を⽬的として設⽴された団体
（法⼈格の有無は問わない）
ボランティア活動、地域づくり活
動、NPO活動を担う団体等が⾏う
地域福祉・社会福祉を⽬的とする
事業とします
※助成決定の⽇から2025年12⽉31⽇（⽔）までに実施される事業に限ります

必着



詳しい応募⽅法は、センターホームページをご覧ください。
実施要綱、応募⽤紙もこちらからダウンロードできます。

（https://tottori-katsu.net/）

公益財団法⼈とっとり県⺠活動活性化センター （担当：⼩林・⻄⽥）

0858-24-6460 info@tottori-katsu.net

お問合せ・応募先

〒682-0023�⿃取県倉吉市⼭根557-1�パープルタウン２Ｆ

事業完了後1か⽉以内に、「完了報告書」を提出

書⾯審査後、本会配分委員会において審査、助成決定

助成決定に合わせて送付する「振込⼝座調査票」の提出を受け、振込

とっとり県⺠活性化センターにて申請書受付

応募⽅法

所定の「助成申請書」（A4サイズ2枚）に必要事項をご記⼊いただき、下記の
添付書類とともに、応募期間内にセンターに郵送または直接センター事務所
へ持参してください。ファクシミリ、電⼦メールでの申請はできません。
なお、助成申請書はセンターホームページ（https://tottori-katsu.net/）よ
りダウウンロードできます。

助成までの流れ

【添付書類（各1部）】
■定款または会則
■これまでの活動が分かる書類（決算報告書・事業報告書・事業計画書等）
■団体のPRのために発⾏している機関誌・広報誌・パンフレット等
■機器・設備の購⼊等の場合は、⾒積書及びカタログ等


